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１ 大石内科循環器科通所リハビリテーションの概要 

（1） 事業者の指定番号およびサービス提供地域 

事業所名 大石内科循環器科通所リハビリテーション 

所在地   静岡県静岡市葵区鷹匠 2丁目6番 1号 

介護保険事業所番号 通所リハビリテーション事業 （2274100938号） 

サービス提供地域 静岡市（葵区・駿河区）  山間部を除く 

 

（２） 営業日及び時間 

月曜日 ～  土曜日 午前９：００  ～  午後 ４：００ 

休業日 日曜・祝日・夏期休暇・年末年始休暇 

 

（３） 職員体制 

 員 数 

医師 1名 

理学療法士 3名 

作業療法士 1名 

看護師 1名 

介護士  1名以上 

 

２ サービス内容 

通所リハビリテーション計画に沿って、機能訓練、送迎、食事の提供、入浴介助、口腔機

能向上、栄養改善、アクティビティーその他必要なリハビリ等を行います。 

 

３ 利用料金 

 

（１）要支援          

介護保険適用 金  額 

要支援１ 

要支援２ 

１，７６８円 （1ヶ月） 

３，７３４円 （1ヶ月） 

機能訓練をしたとき    ２３２円 （月1回） 

リハビリの質を管理したとき ３４２円 （月1回） 

口腔機能向上をしたとき １５４円 （月1回）  

栄養スクリーニングをしたとき 5円（1回/6ヶ月） 

栄養改善をしたとき   １５４円 （月1回）  

選択的サービス複数実施加算（Ⅰ） ４９５円 （月1回） 

選択的サービス複数実施加算（Ⅱ） ７２３円 （月1回） 

職員処遇改善加算 ご利用額合計×4.7％ 
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（2）要介護 利用時間：7～8時間 

当リハビリテーションの送迎者をご利用なさらずご自身で来所、帰宅された場合は、1回片

道につき４９円減額とさせていただきます。（要介護のみ） 

介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額自己負担となります。 

 

○自費をいただくもの（介護保険適用外） 

食材料費用（昼食・おやつ代） ７００円 

パット代 ５０円 

リハビリパンツ代 １００円 

おむつ代 １５０円 

 

（３）料金の支払方法 

毎月月末締めとし、翌月初めに当月分の料金明細を配布致します。 

銀行口座振替日は翌月 27日となります。27日が土・日・祝日の場合は、翌営業日の振替え

となります。 

入金確認後、領収書を配布致します。 

 

４ サービスの利用方法 

（１）サービスの利用開始 

まずはお電話などでお申し込みください。当事業者の担当職員が当事業所の通所リハビリテ

介護保険適用 金  額 

要介護１ ７３５円  （１回） 

要介護２ ８７７円  （１回） 

要介護３ １，０２０円  （１回） 

要介護４ １，１８８円  （１回） 

要介護５ １，３５３円  （１回） 

リハビリテーション提供体制加算 ２８円 （１回） 

入浴をしたとき ５２円  （１回） 

リハビリの質の管理を行った場合 ２３８円（１ヶ月） 

医師がより質の高いリハビリ管理を行った場合 ６ヶ月まで １，１５６円（1ヶ月） 

                   ６ヶ月以降 ８２６円（1ヶ月） 

生活機能の個別リハビリを行った場合  ３か月まで ２，０６６円（1ヶ月） 

                   ４か月～６ヶ月まで １，０３３円（1ヶ月） 

集中的な個別リハビリを行った場合   ３か月まで １１４円 （1回） 

認知予防に必要なリハビリを行った場合 ３か月まで ２４８円 （1回） 

 又は１，９８３円（１ヶ月） 

口腔機能向上訓練をしたとき １５５円（月2回） 

栄養スクリーニングをしたとき 5円（1回/6ヶ月） 

栄養改善指導をしたとき   １５５円（月2回） 

職員処遇改善加算 ご利用額合計×4.7％ 
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ーションの内容についてご説明します。契約及び通所リハビリテーション計画作成後、サー

ビス提供を開始します。 

※すでに介護保険をご利用なさっている場合は、事前に介護支援専門員とご相談ください。 

（２）サービスの終了 

 

① お客様のご都合でサービスを終了する場合 

サービスの終了を希望する日の1週間前までにお申し出ください。 

② 当社の都合でサービスを終了する場合 

人員不足等やむを得ない事情により、サービス提供を終了させていただく場合がござい

ます。その場合は、終了 1ヶ月までに文書で通知いたします。 

③ 自動終了（以下の場合は、双方の通知がなくても自動的にサービス終了します） 

・ お客様が介護保険施設に入所した場合 

・ 介護保険給付でサービスを受けていたお客様の要介護認定区分が、非該当〔自立〕と認

定された場合 

  ※この場合、条件を変更して再度契約することができます。 

・ お客様が亡くなられた場合 

④ その他 

・ 当社が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、お客様やご

家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、または当社が破産した場合、

お客様は文書で解約を通知することによって即座に契約を解約することができます。  

・ 風邪、病気等の際はサービスの利用を見合わせて無理な利用はお断りする場合がござい

ます 

・ 当日の健康チェックの結果体調が悪い場合、サービスを変更または、中止することがあ

ります。 

・ ご利用中に体調が悪くなった場合、サービスを中止することがあります。その場合ご家

族に連絡の上、適切に対応します。 

・ 他の利用者の健康に影響を与える可能性のある疾患（感染症）が明らかになった場合、

速やかに事業所に申告してください。治癒するまでサービスの利用はお断りさせていた

だきます。 

 

５ 緊急時の対応方法 

通所リハビリテーションの提供中にお客様に容態の変化等があった場合は、速やかにお客

様の主治医等に連絡致します。 

 

６ 非常災害対策 

消防・防災計画を作成し、火災・地震その他の災害の予防及び人命の安全・被害の軽減を

図るよう設備の整備や点検を欠かさず、訓練を行い、従業員の教育も行っています。 

 

７ 当事業所が提供するサービスについての相談・苦情などの窓口及び担当者 

事業所名：大石内科循環器科通所リハビリテーション   

TEL ：054-252-0585 担当者：大石保子 

各市区町村でも受け付けております。通所リハビリテーションに関する利用者の要望・苦

情に対して、迅速に対応します。 

※ご不明な点は、何でもお尋ねください。 

<苦情報告の連絡場所> 

当事業所         TEL ０５４）－２５２－０５８５ 

静岡市役所介護保険課   TEL ０５４）－２２１－１２０２ 

静岡県国保連合会     TEL ０５４）－２５３－５５９０ 


